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　都道府県等は、「小児慢性特定疾患治療研究費の国庫補助について（昭和49年５月22日厚生省発児第133号）」の規
定に基づき、事業実績報告書に関係書類及び当該事業に関する歳入歳出決算書抄本を添付し、国に提出することとさ
れており、これらの提出書類により支出先等について確認を行っている。

見直しの
余地

　小児期における慢性腎炎、ネフローゼ、ぜんそく等の小児慢性特定疾患は、重篤な疾患であって、治療がきわめて困
難であり、かつ医療費も高額であるので患者家庭の負担も重くなることから、本事業の引き続きの実施が必要である。
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本事業の必要性、執行の観点からの評価としては、概ね妥当であるが、引き続き効率的な執行に努めること。

総事業費(執行ベース) 23,271 23,495 25,119

執行率 98.8% 99.9% 100.0%

執行額 10,673 10,868 10,933

23年度要求

予算額(補正後） 10,804 10,876 10,933 11,410 12,792

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

対象者：１８歳未満（引き続き治療が必要と認められる場合には、２０歳未満）の児童が厚生労働大臣が定める疾患（１
１疾患群、５１４疾病が対象）に罹った場合
給付内容：小児慢性疾患の治療にかかる医療費の自己負担の一部を補助
○実施主体：都道府県、指定都市、中核市
○補助率：１／２

実施状況

平成２０年度実施状況
実施主体：１０３（全都道府県、指定都市、中核市）
給付人数：１０６，３６８人

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
児童福祉法第２１条の５、第５３条の２

関係する計
画、通知等

新たな小児慢性特定疾患対策の確立について
（雇用均等・児童家庭局長通知　平成17年2月21日付け雇児発0221001号）
小児慢性特定疾患治療研究費の国庫補助について
（厚生事務次官通知　昭和49年５月22日付け厚生省発児第133号）
子ども・子育てビジョン（平成22年１月29日　閣議決定）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

　小児慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、その治療が長期間にわたり、医療費の負担も高額とな
ることから、その治療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減にも資するため、医療費の自己負担
分の一部を補助するものである。

担当部局庁 雇用均等・児童家庭局 担当課室 母子保健課 泉 陽子

会計区分 一般会計 上位政策 －

事業番号 410

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(厚生労働省)

予算事業名 小児慢性特定疾患治療研究事業
事業開始

年度
昭和４３年度 作成責任者



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

厚生労働省 10,933百万円

〔交付申請書の内容審査、交付決定等〕

【補助】

都道府県

指定都市

中核市

（106ヵ所）

10,933百万円

【小児慢性特定疾患治療研究事業の実施】



計 0 計 0

D. H.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0

C. G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 0 計 0

B. F.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 764 計 0

※医療費は超過負担が生じているため、交付決定額である。

報償費 認定審査会委員謝礼 1

委託料 意見書データベース入力 2

一般需用費 手帳の印刷、認定審査会経費 1

費　目 使　途
金　額

(百万円）

扶助費 医療費 760

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

A.東京都 E.

費　目 使　途
金　額

(百万円）



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

大　阪　市 228

川　崎　市 223

横　浜　市 222

愛　知　県 343

沖  縄　県 295

静　岡　県 229

大　阪　府 477

埼　玉　県 422

千　葉　県 366

（別紙）

平成21年度　小児慢性特定疾患治療研究事業

（交付先上位１０自治体）

実施主体名 金額（百万円）

東　京　都 764


